
ビジネスフォン交換に関する仕様書 

 

１ 場所 

  御殿場市民会館敷地内 

 

２ 内容 

  現在設置しているビジネスフォンの機器一式については、設置から１０年以上が

経過しており、故障した場合の交換部品等の入手が困難となっている。このため、

令和４年４月１日から開始される指定管理業務に合わせて、ビジネスフォンの機器

一式を必ず交換するものとする。 

 

３ 契約体系 

  保守契約を含むリースとする 

 

４ 交換対象機器 

・電話交換機一式 

・ビジネスフォン一式 

 （内訳：事務室８台、警備室１台、小ホール上操作室１台、設備室１台） 

 ※会議棟各部屋、ホール棟ロビー、楽屋事務室用電話機の予備についても３台リー

スすること 

 ・その他必要な機器 

 


